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あ　い　さ　つ
　

感染症発生動向調査事業は、感染症の発生やまん延を防止することを目的とし、感染症の発生状況
を把握して動向を分析し、広く情報を提供する事業です。また、実施にあたっては、一般社団法人大
阪府医師会、定点医療機関の先生方をはじめとする関係各位の多大なるご尽力とご協力を賜っており
ます。2016（平成 28）年においても、円滑に事業を進めることができましたこと、この場をお借り
して篤く御礼申し上げます。

2016（平成 28）年は、大阪府内で麻しんの集団感染事例がありました。また、全国的にも、前年
と比べ麻しん事例が多く報告され、麻しん患者個人への対応だけでなく、不特定多数の接触者に対す
る対応の難しさを認識しています。また、国内におけるり患率の低下がもたらす若い世代での免疫獲
得率の低下が、感染拡大につながる可能性が示唆されました。また、輸入事例等からの感染防止のため、
ワクチン接種の徹底が重要となるなど、麻しんの発生動向を把握し解析した結果を、感染症施策に反
映させることが大切です。

2016（平成 28）年 4 月より、インフルエンザ病原体サーベイランスの強化のため、指定提出機関
制度が始まり、大阪府でも 28 の医療機関に御協力いただいております。翌シーズンのワクチン接種
型の選定や、薬剤耐性状況の把握等に資するため、年間を通じ、サーベイランスを行っています。

2016（平成 28）年末には、感染性胃腸炎が 10 年ぶりの流行をみせました。全国でも、例年とはタ
イプの異なるウイルスにより、流行が拡大しているとの報告がありましたが、本府でも病原体定点医
療機関からの提出検体や集団事例の検体より、同様の状況が確認できました。

このように、本事業の有用性を実感する事象が増加しています。本府としても、引き続き、府域に
おける患者情報等の収集・解析・情報発信を積極的に行い、感染症を取り巻く状況の変化に応じた適
切な対策を進めてまいります。

2017（平成 29）年 4 月 1 日より、大阪府立公衆衛生研究所・大阪市環境科学研究所が統合し、地
方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所となりました。引き続き、大阪府・大阪市の地方衛生研究所
として、検査及び感染症情報の収集解析など、同事業の多くを担ってまいります。

今後も感染症を取り巻く状況は多様に変化していくことと思われますが、関係各位におかれては、
本事業の趣旨をご理解いただき、より一層のご協力を賜りますようお願いいたします。あわせて、本
報告書を感染症対策の資料として、また府民の健康増進の一助として、ご活用いただければ幸甚です。

本報告書の発行にあたり、感染症発生動向調査委員会の委員の先生方並びに関係各位の多大なるご
尽力に対し、重ねて深く感謝の意を表します。

2017（平成 29）年 6 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府健康医療部長　　藤井　睦子
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事 業 概 要

2016（平成 28）年における事業概要

　感染症発生動向調査事業は、大阪府内の医療機関等の協力のもと、昭和 57年から大阪

府と大阪市において実施しており、平成 11 年からは堺市と東大阪市、平成 15 年からは

高槻市、平成 24年からは豊中市、平成 26年からは枚方市においても実施され、現在、7

自治体が協力して本事業を行っている。

　「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」( 以下「感染症法」という。

) では、一類から五類感染症（全数把握と定点把握）、新型インフルエンザ等感染症及び

指定感染症の 112 感染症を対象感染症とし、情報の収集、分析、提供・公開を行っている。

　本事業で定点把握対象の五類感染症の発生状況を届け出る「指定届出機関（定点）」は、

インフルエンザ定点、小児科定点、眼科定点、STD定点および基幹定点からなっている。

また、平成 20年 4月 1日より感染症法第 14条第 1項に規定する厚生労働省令で定める

疑似症について、疑似症定点からの報告を受けている。

　平成 28 年 12 月末の指定数は、インフルエンザ定点 308、小児科定点 200、眼科定点

52、STD定点 67、基幹定点 18、疑似症定点 474 である。

　

1　患者情報の収集
　ファクシミリ等の活用により、医療機関からの患者情報を、全数把握対象感染症は直ち

に（五類感染症にあっては 7日以内に）、定点把握対象感染症は週報（一部月報）で収集

している。さらに、収集した情報はコンピュータオンラインシステムにより国立感染症研

究所（中央感染症情報センター）に報告している。

2　情報の解析・評価
　学識経験者、医療関係団体・医療施設等の代表者、関係行政機関の職員等により構成さ

れる感染症発生動向調査に係る委員会において、収集した情報の解析・評価を行っている。

3　情報の提供・公開
　大阪府は、委員会から報告された情報を全国情報と併せて週報とし、各定点医療機関、

一般社団法人大阪府医師会、保健所、各市町村及び学校等関係機関に広く情報を提供して



2

感染症発生動向調査事業報告書　第 35報

いる。また、大阪府感染症情報センターのホームページにも感染症情報を掲載している。

4　病原体情報の収集
　患者定点の中から病原体定点を選定し、これらの病原体定点から提供される検体につい

てウイルス検査、細菌検査を地方衛生研究所において行っている。併せて病院等が行った

検査の情報収集を図っている。


